
                                 教生指第１７号  

                                 令和６年４月５日  

  

 各市町村教育委員会 

  生徒指導事務主管課長  様 

 各 教 育 事 務 所 長 

  

                                                   教育局市町村支援部生徒指導課長  

                                              （公 印 省 略）  

  

  

令和６年度埼玉県スクールカウンセラー等活用事業実施要項等の送付について 

   （通知） 

  

 標記の件について、下記のとおり送付しますので、貴管下小・中・義務教育学校への周知に

ついて御配意願います。教育事務所におかれましては、貴管内各市町村教育委員会へ送付くだ

さるようお願いします。 

  

記  

  

１ 送付物 

⑴ 市町村立小・中学校配置のスクールカウンセラー等活用事業実施要項 

⑵ 様式第１号～第６号  

⑶ 市町村立小・中学校配置のスクールカウンセラー業務報告書等 

⑷ 学校配置スクールカウンセラー業務報告書マニュアル  

⑸ 市町村立小・中学校配置のスクールカウンセラーの勤務条件等について  

⑹ 市町村立小・中学校配置のスクールカウンセラーに関する事務処理について（手引き）  

⑺ 埼玉県スクールカウンセラーの勤務、費用弁償等に関するＱ&Ａ  

⑻ 埼玉県スクールカウンセラー活用指針  

⑼ 書類提出の流れ  

  ⑽ 勤務条件通知書（様式） 

 

   参考資料  

１・２：会計年度任用職員取扱要綱及び要綱の運用  

３：非常勤職員の通勤に係る費用弁償の取り扱い  

４：教育局等職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱  

５：公務に使用する自家用自動車登録申請書  

６・７：旅行命令簿旅費請求書様式及び記入例  

   ８ 埼玉県立学校職員の人事評価に関する規則 

  ９ 埼玉県市町村立学校会計年度任用職員の人事評価実施要領 

  10 様式１（会計年度任用職員用） 

  11 様式２（会計年度任用職員用） 
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  12 様式３－１（会計年度任用職員用・学校→市町村教育委員会） 

  13 様式３－２（会計年度任用職員用・市町村教育委員会→県教育委員会） 

 

２ その他 

 義務教育学校は、業務報告書等にある小学校・中学校を前期課程においては小学校に、後期

課程においては中学校に置き換えて御記入ください。 

 

 

 

                 担当：市町村支援部生徒指導課  

                 総務・不登校対策・中退防止担当 

                 牛島 

                 T E L： 048-830-6745 

                 F A X： 048-830-4952  

                 E-mail： a6740-07@pref.saitama.lg.jp 


